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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度を変更することを決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 

記 

１．制度変更の理由 

   当社では、長期にわたり当社株式を保有していただいている株主の皆さまのご支援に報いるととも

に、当社へのご理解をより深めていただき、より多くの株主の皆さま方に、長期にわたり当社株式を

保有していただくために、長期保有優遇優待制度を導入することにいたしました。   

 ２．制度変更の内容 

  １）現行の優待内容（リンガーハットグループ食事ご優待券（額面５４０円の株主優待券）の贈呈）       

保有株式数 贈呈枚数 優待額 贈呈回数 基準日 

100 株～299 株 ２枚 1,080 円 

年２回 

毎年２月末 

及び８月末 

現在の株主名

簿に記録され

ている株主様 

300 株～499 株 ７枚 3,780 円 

500 株～999 株 １２枚 6,480 円 

1,000 株～1,999 株 ２５枚 13,500 円 

2,000 株以上 ５０枚 27,000 円 

２）変更後の優待内容  

   上記現行の優待に加算して、保有期間に応じた長期保有優遇を実施いたします。 

３）継続保有期間条件について 

①年１回毎年２月末を基準日とし、同日付の当社株主名簿の記録により確認できる株主様を対象

といたします。 

②継続保有判定は、半期ごと（毎年２月末および８月末）の当社株主名簿に、「同一の株主番号」

で連続して７回以上記録された株主様を、継続保有「３年以上」の対象といたします。 

４）制度変更の適用時期 

  当長期保有優遇優待制度は、平成 29 年２月末日の当社株主名簿の記録から適用し、贈呈（発送） 

は平成 29 年５月下旬の期末優待発送時から加算同封して郵送する予定です。 

以上 

ご注意：この文書は、当社の株主優待制度の変更に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘

を目的として作成されたものではありません。 

 

保有株式数 継続保有 加算枚数 優待額 贈呈回数 基準日 

100 株～999 株 基準日 

時点で 

３年以上 

＋２枚 ＋1,080 円 

年１回 

毎年２月末 

現在の株主名

簿に記録され

ている株主様 1,000 株以上 ＋４枚 ＋2,160 円 


